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１　背景 

高知県では、壮年期（40～64 歳）男性の死亡率が全国と比較して高い状況が続いており、

死因別の年齢調整死亡率についても、脳血管疾患及び虚血性心疾患において全国より高く

なっている。また、これらの循環器病（※１）は、介護が必要となる主な原因の約２割を占め

ており、県民の生命や生活に重大な影響を及ぼす疾患であるが、その多くは予防や重症化

の抑制が可能である。 

本県の循環器病対策については、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他

の循環器病に係る対策に関する基本法（平成 30 年法律第 105 号）」に基づき、令和３年度

に「高知県循環器病対策推進計画」を策定し、健康寿命の延伸と循環器病による年齢調整

死亡率の減少を目指し、取組を進めている。 

一方、高知県脳卒中患者実態調査によると、脳卒中の発症者（初発）には、高血圧症、糖

尿病、脂質異常症などを有しながらも未治療の者が約２割いる。また、令和５年度にモデ

ル保険者の健診及びレセプトデータをもとに、動脈硬化性疾患の発症リスクを分析した結

果、冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞の既往があるグループにおいて、「動脈硬化

性疾患予防ガイドライン」に基づく脂質管理基準値を達成している者の割合が 13.0％と低

いことが分かった。こうしたことから、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などを有する者を適

切な医療につなげ、循環器病の重症化予防を図る対策が重要となっている。 

 

（※１）「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

（平成 30 年法律第 105 号）」に基づき、脳卒中、心臓病その他の循環器病のことをいう。 

 

２　目的及び概要 

本プログラムは、保険者が、循環器病の重症化リスクの高い医療機関未受診者及び治療

中断者に対し、対象者の治療状況や健診結果に応じた受診勧奨を行うものである。適切な

医療につなげることで、脳血管疾患や虚血性心疾患の発症及び再発を抑制し、健康寿命の

延伸及び循環器病による年齢調整死亡率の減少を図ることを目的とする。 

なお、本プログラムは、保険者における循環器病重症化予防対策の取組が容易となるよ

う基本的な考え方を示すものであり、地域の状況等に応じて保険者が個別に定めることが

できるものとする。 



３　対象者選定の考え方 

（１）医療機関未受診者 

健診結果で以下の①から③のいずれかに該当した者で、かつ健診受診後３か月以上経過

しても医療機関を受診していない者 

①血圧：収縮期血圧 160mmHg 以上　または　拡張期血圧 100mmHg 以上 

　　②血糖：空腹時血糖 126mg/dl 以上　または　HbA1c（NGSP 値）6.5%以上 

　　③脂質：LDL コレステロール 180mg/dl 以上 

 

上記基準の該当者のうち、次の（ア）または（イ）に該当する者は、よりリスクが高い

者とする。 

　　　（ア）①から③のうち、２つ以上に該当する者 

【再掲】 

①血圧：収縮期血圧 160mmHg 以上　または　拡張期血圧 100mmHg 以上 

②血糖：空腹時血糖 126mg/dl 以上　または　HbA1c（NGSP 値）6.5%以上 

③脂質：LDL コレステロール 180mg/dl 以上 

　　　（イ）以下の（a）または（b）に該当する者 

　　　　（a）血圧：収縮期血圧 180mmHg 以上　または　拡張期血圧 110mmHg 以上 

　　　　（b）血糖：空腹時血糖 160mg/dl 以上　または　HbA1c（NGSP 値）8.4%以上 

 

 

（２）治療中断者 

脳血管疾患、虚血性心疾患で通院中で、かつ、スタチンまたは抗血小板薬の処方がある

者のうち、６か月以上医療機関を受診していない者 

 

４　実施方法 

　　保険者は、対象者の属性に応じて下記のとおり受診勧奨資材の送付等により医療機関

への受診を勧奨する。 

　　　　（※２）別紙１～３は必要に応じて内容を更新する。 

なお、保険者が独自に作成した受診勧奨資材等を活用することも可能。 

 

５　糖尿病性腎症重症化予防プログラムとの関係性 

　　本プログラムと糖尿病性腎症重症化予防プログラムの対象者が重複する場合は、原則

として糖尿病性腎症重症化予防プログラムで介入することとする。 

　　ただし、対象者の状況等に応じて保険者で個別に判断することができる。 

 対象者 受診勧奨資材

 医療機関未受診者 別紙１※２

 医療機関未受診者のうち、よりリスクが高い者 別紙２※２

 治療中断者 別紙３※２



６　事業評価の考え方 

（１）保険者による評価 

保険者は、以下を参考に事業評価を行う。 

（毎年把握するデータ） 

ア　保険者におけるプログラム対象者数、受診勧奨を行った人数、医療機関につながっ

た人数 

イ　健診結果（血圧値、HbA1c 値、LDL コレステロール値　など） 

ウ　健診受診率 

エ　年齢調整死亡率（脳血管疾患、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、虚血性心疾患、急

性心筋梗塞、心不全、大動脈瘤及び乖離　など） 

（中長期的に把握するデータ） 

ア　プログラム対象者（介入者）のその後の状況 

イ　レセプトによる受療状況、医療費 

 

（２）県による評価 

　　保険者の事業の実施状況等を把握し、評価・分析を行っていく。 

 

７　関係機関の役割 

（１）保険者の役割 

　　①　保険者は、健診データやレセプトデータ等を用いて、被保険者の疾病構造や健康問

題等を分析し、地域の実情に応じた循環器病対策を立案する。 

　　②　保険者は、対象者への支援内容の検討及び取組の実施にあたっては、地域の医療機

関等と連携し、様々な観点から総合的に検討することが重要であり、郡市医師会との

連携体制の構築を図り、医療機関との情報共有に努める。 

　　③　保険者は、実施した取組の結果について、評価・分析を行い、ＰＤＣＡサイクルに

基づき次年度の事業展開につなげる。 

 

（２）県の役割 

　　①　県は、保険者によるプログラム対象者の把握を促進するために、マスメディア等を

活用した特定健診の受診勧奨を行うとともに、ＫＤＢ等を活用した対象者の抽出ツー

ルの開発と保険者による円滑な運用を支援する。 

　　②　県は、効果的な受診勧奨資材を作成し、保険者に提供する。 

③　県は、保険者からの相談に応じ、保険者における円滑な事業実施を支援する。 

④　県は、保険者における事業の実施状況を把握のうえ、高知県医師会や高知県循環器

病対策推進協議会等と情報を共有し、取組に対する総合的な評価･検証を行う。 

⑤　福祉保健所は、地区分析の実施や市町村・広域連合の身近な相談相手としての役割

を果たす。郡市医師会・医療機関をはじめとする地域の医療関係者や市町村・広域連合

のつなぎ役となるなど、積極的に支援を行う。 



（３）医師会の役割 

高知県医師会及び郡市医師会は、会員及び医療従事者に対して、県や保険者が行う循環

器病対策の取組を周知し、保険者とかかりつけ医との連携体制の構築を支援するなど、必

要な協力を行うよう努める。また、必要に応じて助言を行うとともに、関係機関との情報

共有に努める。 

 

（４）高知県循環器病対策推進協議会（※３）の役割 

循環器病対策に係る県や保険者の取組について、構成団体へ周知するとともに、医学的・

科学的観点から助言を行うなど、保険者の取組に協力するように努める。 

 

（※３）「高知県循環器病対策推進計画」及び「高知県保健医療計画」の脳卒中及び心筋梗塞等の心血

管疾患に関することについて、一体的な計画策定及び進捗管理を行うことにより、患者や有識

者等の意見を広く施策等に反映させるとともに、関係者が一体となって推進できる体制づくり

を目的として設置された組織。



（別紙１）





（別紙２）





（別紙３）




